
(法第28条第1項関係様式例)

令和6年度 事業報告書

令和6年4月 1日 から令和7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こねこサポーター

1 事業の成果

① 捨て猫・野良猫・行き場を無くした猫の保護と譲渡に関する事業

。前年度繰越頭数 :73頭

。今年度保護頭数 :466頭

・シェルター卒業頭数 :479頭

(県外継承・看取り。地域に返した猫を含む)

。次年度繰越頭数 :60頭

本年度も昨年度に引き続き、能登地震被災地からの保護相談や猫の受入数が大幅に増加した。

里親募集サイト「ペットのおうち」からの支援で「ペットのおうち野々市シェルター」を開設できたため、受け入れ

や譲渡、飼い主との面会がスムーズに行えた。

被災地から来た猫の多く|ま体調に問題がある状態で、骨折や怪我、妊娠している猫においては早産・死産・

産後の脳梗塞など、母体の不調が日立った。動物病院の方々の指導と協力で、何とか救える命があつたと痛感

している。

9月 の豪雨災害の際には、震災以降に避妊去勢手術を施して地域に戻した猫たちが、再度被災したという悲

しい報告も受けた。保護依頼があり、シェルター受け入れた後に返還を希望する方がおり、双方、被災の混乱も

あつたと感じている。被災地では人間のみならず動物も甚大な被害を受けていると改めて実感した。

② 動物愛護の推進と教育に関する事業

・第一高等学校の生徒の皆様が野々市シェルターを訪問。被災地の猫の保護活動について知っていただ

く機会を設けることができた。学園祭で保護猫に関するチャリティー活動を実施され、動物愛護に対する

意識を高めるきつかけとなつたとのこと。

・三菱UF.l銀行様よリボランティア参力日の申し出をいただいた。

被災地からの猫の受入状況について説明し、野々市シェルターで猫のお世話や環境整備、被災地への

物資を保管している倉庫の清掃等を行った。

③ 猫の困りごと相談

・震災により空き家となった家屋に野良猫が住みついたという相談が急増した。

・多頭飼育に関する保護依頼が4件 (金沢・能美。かほく。能登)あつた。



・地域猫の保護については、震災前から継続して対応したが、震災後は地域猫としての生活が困難とな

った猫の受け入れを継続している。

④ 会司育者登録システムとボランティア情報網等の構築とサポート事業

。飼育者登録は随時行っている。

・飼育・通院・シェルター掃除など、活動の内容が増え、情報共有を行うことが難しい部分があつた。

次年度の課題として、改善に取り組む。

・飼育。通院・シェルター掃除など、活動に参加する方を随時募集している。

現在、シェルター内での活動が充実できるように人員の調整をしている。

⑤ 飼い主の疾病等による入院等の一時保護事業

・飼い主の体調不良等によリー時的な保護を希望する相談が6件あり、高齢猫2頭を受け入れた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

(2)その他の事業

その他の事業は実施せず。

定款の

事業名

事 業 内 容 実施

日円寺

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

捨て猫・野良

猫・行き場を

無くした猫の

保護と譲渡に

関する事業

捨て猫 。野良猫等の相談、受入

検査 。治療 。飼育・看取り。

里親希望者の見学と譲渡。

毎 日

〃

〃

,,

ザ,

野々市

市稲荷 1

丁目 1

25

10人

10人

(D)猫の保護・

譲渡活動に関

心がある市

民。

(E)不特定多数

11909

動物愛護の推

進と教育に関

する事業

猫の困りごと相談。 随時 1～ 2人 (D)猫の保護活

動に関心があ

る市民。

(E)不特定多数

0

飼育者登録シ

ステムとボラ

ンティア情報

網等の構築と

サポー ト事業

飼育者台帳を作成。

ボランティア活動参加者を募る。

預かリボランティアに対し備品の貸

出や消耗品 。交通費の支払い。

ボランティア間の交流会。

随時

〃

〃

2人 (D)猫の保護活

動に関心があ

る市民。

(E)参加者20人

508

飼い主の疾病

等による入院

等の一時保護

事業

一時保護猫の相談・受入 。飼育 。引

渡。

飼育者台帳を作成。

随時 2人 (D)猫を飼育し

ている市民。

(E)不特定多数

0



(法第10条第 1項第 8号関係様式例)

令和 6年度 活動計算書
令和6年4月 1日 から令和7年3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こねこサポーター

Ⅱ

1事業費
(1)人件費
給料手当

(2)

2
(1)人件費
役員報酬
給料手当

医療費
飼育費
・飼料代
・ トイレ砂
。その他 (ナイコン袋、テイッシュ等)
葬祭費
会議費
交通費
通信費
印刷費
水道光熱費
交際費 (菓子箱 。お土産など)
お茶代 (譲渡会お弁当・飲み物)
備品 (ケージ・捕獲器など)
雑費 (被災地への物資)
広告宣伝費
地代家賃
減価償却費
支払利息
振込手数料

ゴ

(2)

会議費
旅費交通費
減価償却費
支払利息
通信費
事務消耗品
租税公課
印刷費
ボランティア保険

科 目

20,000
0

388,000
6,872,600
166,849
4,284,493

310.000

0

216
0

経常収益
1受取会費
入会金
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
2受取寄附金
・保護依頼時寄付金
・譲渡時寄付金
。その他 (寄付金 )
。その他 (振込寄付金)ゆ うちょ銀行
施設等受入評価益
3受取助成金等
受取民間助成金

経 常収苓 計

4,事業収益
保護活動事業収益
5その他収益
受取利息
雑収益

11,711,942

310,000

0

20,000

216
12.042.158

0

0

8,643,349

209,818
872,167
500,470
354,000
22,627
721,484
101,274
0

0

278,399
413,222
137,300
99,360
0

25,200
0

0

1,870
47.300

子薬費計 12.427.840

０

０

0

０

０

０

０

０

０

０

０

０

９

０

３

４2

2,790
'理貸 計

12,427,840

2.790

の



経常費用計
当期経常増減額

Ⅲ 経常外収益
経常外収益計
Ⅳ 経常外費用
経常外費用計
当期正味財産増減額
前期正味財産額
次期 正味財産

※ は そ の の を て い

(その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要)

(注)重 要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等 (対象事業等が定められた補助金等を
含む)を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分
して表示することが望ましい。

12 4 630
-388,472

０

　

　

０

-388,472

1,353.261
964,789



(法第28条第 1項関係様式例)

令和 6年度 貸借対照表
令和7年3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こねこサポーター

科 目

410,044

68,785

480,716

5,244

0

964.789

０

０

0

0

0

０

０

０

0

964,789

0

０

０

０

０

０

０

0

0

1,353,261
-388.472

964.789

1資産の部
1流動資産
現金預金

現金

」Aバンク (普通預金 )
ゆうちょ銀行 (普通預金 )
北陸銀行 (普通預金 )
未収金

投資その他の資産計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ 負債の部
1流動負債
未払金

前受民間助成金

固定負債合計

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産

当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

流動資産合計
2固定資産
(1)有形固定資産
車両運搬具

什器備品

有形固定資産計
(2)無形固定資産
ソフトウェア

無形固定資産計
(3)投資その他の資産
敷金

OO特定資産

流動負債合計
2固定負債
長期借入金

退職給付引当金

964,789



計算書類の注記

特定非営利活動法人 こねこサポーター 令和7年3月 31日 現在

1.重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 一部改正
NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2)固定資産の減価償却の方法

(3)引 当金の計上基準
・貸倒引当金 :

・賞与引当金 :

・退職給付引当金 :

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5)ボランティアによる役務の提供

(6)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.会計方針の変更

3.事業別損益の状況

科 目 猫の保語 菱 語 教 育 ホ
.ラ

ンティア支援 一時預り 信コ里音БドJ 合 計

11,711,942
310,000
0

216

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

００20, 20,000
11,711,942

310,000
0

216
12.022.158 0 0 0 20.000 12.042.158

0 0 0 0 0 0

8,643,349
1,582,455
354,000
22,627
721,484
101,274
0

0

183,266
413,222
137,300
99,360
0

0

0
25,200
47,300
1.870

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

３

０

０

０

０

０

０

０

０

０

３95

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

　

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

９

０

３

４2

8,643,349
1,582,455
354,000
22,627
721,484
101,274
0

0
278,399
413,222
137,300
99,360
0

390
2,400
25,200
47,300
1.870

121332,707 0 95.133 0 2.790 12.430.630

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4。 事業収益
5。 その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費
人件費計
(2)その他経費
医療費
飼育費
葬祭費
会議費
交通費
通信費
印昂J費
水道光熱費
交際費
譲渡会お茶代
備品
雑費
広告宣伝費
事務消耗品
租税公課
地代家賃
ゴミ収集
振込手数料
経常費用計
当期経常増減額 -310.549 0 -95.133 0 17.210 -388.472



4.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

無し

5.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

無し

6。 使途等が制約された寄附金等の内訳

無し

固定
イ資産の増減内訳

借入金の増減内訳

8.役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については
従事割合に基づき按分しています。

10。 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を
明らかにするために必要な事項

・無し

・ 重要な後発事象

9

科 日 期首取得価額 攪 得 減 ′Jノ` 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

0 0 0 0 0 0

伺 形 回 疋 貪 産

無形固定イ資産
投資その他の資産

合計

科 目 到 盲残 高 当期 借 入 当期 版 萬「 期末残高
０

０

０

０

０

０

０

０

0 0

長期借入金

役員借入金
合計 0

科 目
計算書類に計

上された金額

内役員及び近

親者との取引

０

０

０

０

0 0

０

０

０

０

0 0

(活動計算書 )
受取寄附金
委託料
活動計算書計

(貸借紺照表 )
未払金
役員借入金
貸借封照表計

。その他の事業に係る資産の状況



(法第28条第 1項関係様式例 )

令和6年度 財産 目録
令和7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こねこサポーター

科 目

410,044
68,785

480,716
5,244

０

０

964,789

０

０

　

　

０

0

０

０

0

０

　

　

　

０

０

0

964,789

0

０

０

　

　

　

０

０

０

０

０

０

０

0

0

0

資産の部
1流動資産
現金預金

手元現金

JAバンク (普通預金)
ゆうちょ銀行 (普通預金 )
北陸銀行 (普通預金)
未収金
××事業未収金

投資その他の資産計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1流動負債
未払金

事務用品購入代

歴史的資料

流動負債合計
2固定負債
長期借入金
××銀行借入金

固定負債合計
負債合計
正味財産

流動資産合計
2固定資産
(1)有形固定資産
什器備品
パソコン1台
応接セット

有形固定資産計
(2)無形固定資産
ソフトウェア
財務ソフ ト

無形固定資産計
(3)投資その他の資産
敷金
OO特定資産
××銀行定期預金

預り金

源泉所得税預り金

964,789


